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平成２１年第２回由利本荘市議会臨時会（７月）会議録

平成２１年７月２２日（水曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成２１年７月２２日（水曜日）午後１時３０分開会

第 １．会議録署名議員の指名

第 ２．会期決定

第 ３．提出議案の説明

議案第１２０号から議案第１２５号まで ６件

第 ４．議案第１２５号 由利本荘市監査委員の選任について

第 ５．提出議案に対する質疑

第 ６．提出議案の委員会付託（付託表は別紙のとおり）

第 ７．委員長審査報告

第 ８．議案第１２０号 由利本荘市ケーブルテレビ施設伝送路工事請負契約の締結につ

いて

第 ９．議案第１２１号 由利本荘市ケーブルテレビ施設放送・通信設備工事請負契約の

締結について

第１０．議案第１２２号 物品（凍結防止剤散布車）購入契約の締結について

第１１．議案第１２３号 平成２１年度由利本荘市一般会計補正予算（第７号）

第１２．議案第１２４号 平成２１年度由利本荘市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）

本日の会議に付した事件

議事日程第１号のとおり

出席議員（２９人）

１番 今 野 英 元 ２番 今 野 晃 治 ３番 佐々木 勝 二

４番 小 杉 良 一 ５番 田 中 昭 子 ７番 髙 橋 和 子

８番 渡 部 功 ９番 佐々木 慶 治 １０番 長 沼 久 利

１１番 大 関 嘉 一 １２番 本 間 明 １３番 堀 友 子

１４番 佐 藤 勇 １５番 佐 藤 實 １６番 高 橋 信 雄

１７番 村 上 文 男 １８番 佐 藤 賢 一 １９番 伊 藤 順 男

２０番 鈴 木 和 夫 ２１番 佐 藤 譲 司 ２２番 小 松 義 嗣

２３番 佐 藤 俊 和 ２４番 土 田 与七郎 ２５番 村 上 亨

２６番 三 浦 秀 雄 ２７番 齋 藤 栄 一 ２８番 齋 藤 作 圓

２９番 小 番 宜 一 ３０番 井 島 市太郎

欠席議員（１人）

６番 佐 藤 竹 夫
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地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者

市 長 長谷部 誠 副 市 長 村 上 健 司

教 育 長 佐々田 亨 三 企 業 管 理 者 藤 原 秀 一

理 事 猿 田 正 好 総 務 部 長 中 嶋 豪

企 画 調 整 部 長 小 松 慶 悦 市 民 環 境 部 長 植 村 清 一

福 祉 保 健 部 長 齋 藤 隆 一 農 林 水 産 部 長 小 松 秀 穗

商 工 観 光 部 長 阿 部 一 夫 建 設 部 長 熊 谷 幸 美

矢島総合支所長 細 谷 正 幸 岩城総合支所長 鈴 木 幸 治

由利総合支所長 荘 司 和 夫 大内総合支所長 斉 藤 光 一

東由利総合支所長 伊 藤 俊 彦 西目総合支所長 小 川 弘

鳥海総合支所長 鈴 木 一

議会事務局職員出席者

局 長 村 上 典 夫 次 長 三 浦 清 久

書 記 遠 藤 正 人 書 記 阿 部 徹

書 記 石郷岡 孝 書 記 鈴 木 司

午後 １時２８分 開 会

○議長（井島市太郎君） ただいまより、平成21年７月16日告示招集されました、平成21

年第２回由利本荘市議会臨時会を開会いたします。

６番佐藤竹夫君より欠席の届け出があります。

出席議員は29名であります。出席議員は定足数に達しております。

この際、ご報告申し上げます。地方自治法第121条の規定により、提出議案の説明の

ため、市長の出席を求めております。

また、会期中、議案関係職員の出席を求める場合もあります。

さて、今臨時会に、ただいままで提出されました案件は、議案第120号由利本荘市

ケーブルテレビ施設伝送路工事請負契約の締結について、議案第121号由利本荘市ケー

ブルテレビ施設放送・通信設備工事請負契約の締結について、議案第122号物品購入契

約の締結について、議案第123号平成21年度由利本荘市一般会計補正予算（第７号）、

議案第124号平成21年度由利本荘市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）及び議案

第125号由利本荘市監査委員の選任についての６件であります。

○議長（井島市太郎君） これより本日の議事に入ります。本日の議事は、日程第１号を

もって進めます。

○議長（井島市太郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、29番小番宜一君、１番今野英元君

を指名いたします。
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○議長（井島市太郎君） 日程第２、会期決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。今臨時会の会期は、議会運営委員会において、本日１日と定めま

したが、これにご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定いたし

ました。

○議長（井島市太郎君） 日程第３、提出議案の説明を行います。

議案第120号から議案第125号までの６件を一括上程し、市長の説明を求めます。長谷

部市長。

【市長（長谷部誠君）登壇】

○市長（長谷部誠君） 提出議案の説明に入ります前に、先週18日と19日の２日間にわ

たって降り続いた大雨についてご報告申し上げます。

この２日間の総雨量は、本荘で102ミリメートル、矢島90ミリメートル、大内111ミリ

メートル、東由利76ミリメートル、笹子133ミリメートルとなっております。

市では、19日午後１時に市民環境部長を室長とする災害警戒室を設置し、大雨による

被害の警戒を強め情報収集などに努めました。

これまでに確認された被害の状況につきましては、農作物関係では水稲及び大豆の冠

水被害が約132ヘクタール、道路ののり面の崩落や路肩の決壊などが18カ所、河岸の決

壊が７カ所となっております。また、大内地域では住宅裏山ののり面の崩落が１件報告

されております。

その後、天候の回復とともに、これ以上の被害は発生しないとの見込みから、災害警

戒室は昨日午前８時30分に解散しております。

このたびの大雨により農作物への冠水など被災された方々には、心からお見舞いを申

し上げます。

以上で報告を終わります。

それでは、提出議案の説明を申し上げます。

初めに、このたびの第２回市議会臨時会に提案を予定しておりました副市長選任案件

につきましては、諸般の事情により提案を見送ることとしましたので、ご了承ください

ますようお願いいたします。

本日、提出いたしました案件は、契約案件３件、補正予算２件、人事案件１件の計６

件であります。

契約案件につきましては、本荘地域の本荘地区、南内越地区及び子吉地区の一部に整

備するケーブルテレビ施設伝送路工事を本荘・マサカ特定建設工事共同企業体代表者本

荘電気工業株式会社本社分室と、ケーブルテレビ施設放送・通信設備工事をパナソニッ

クシステムソリューションズジャパン株式会社東北社と、それぞれ契約締結するに当た

り議会の議決を得ようとするものであります。

なお、これらの工事の設計監理業務を委託しておりました社団法人日本農村情報シス

テム協会が自己破産の申し立てを行い、本業務を他社へ譲渡するための承諾願を提出し

たことから破産管財人との事務手続などに時間を要していたところであります。
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このたび、その業務譲渡について所轄の裁判所より正式に許可があった旨、破産管財

人より連絡を受け、業務譲渡先の会社を株式会社イ・エス・エスに決定いたしました。

今後は、来年４月１日の供用開始に向け、鋭意努力してまいります。

また、物品購入につきましては、西目地域、東由利地域及び鳥海地域に配備する凍結

防止剤散布車の購入契約を、コマツ秋田株式会社由利支店と契約締結しようとするもの

であります。

次に、補正予算でありますが、一般会計では国の経済危機対策の一環として、女性特

有のがん検診を推進するための経費などを追加するとともに、消防本部の緊急指令装置

の修繕に要する経費及び第80回都市対抗野球大会に４年連続12回目の出場を決めたＴＤ

Ｋ硬式野球チームへの補助金を追加するもので、補正後の歳入歳出予算総額を464億

6,109万5,000円にしようとするものであります。

また、簡易水道事業特別会計では、地域活性化・公共投資臨時交付金を活用し、亀田

簡易水道統合整備事業における浄水場建築及び大内第三簡易水道事業における送水管新

設などに要する経費を追加しようとするものであります。

最後に、人事案件についてでありますが、識見を有する者のうちから選任される監査

委員の任期満了に伴い、佐々木均氏を選任するに当たり、議会の同意を得ようとするも

のであります。

以上が第２回市議会臨時会に提出いたしました議案の概要でありますので、よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（井島市太郎君） これにて提出議案の説明を終わります。

この際、お諮りいたします。議案第125号由利本荘市監査委員の選任については、会

議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって議案第125号については、委員

会付託を省略することに決定いたしました。

重ねてお諮りいたします。議案第125号については、質疑、討論を省略したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって議案第125号については、質疑、

討論を省略することに決定いたしました。

○議長（井島市太郎君） 日程第４、議案第125号由利本荘市監査委員の選任についてを

議題といたします。

本案については、直ちに採決いたします。本案の採決は、無記名投票をもって行いま

す。これにご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって本案の採決は、無記名投票を

もって行うことに決定いたしました。
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議場の閉鎖を命じます。

【石郷岡書記議場閉鎖】

○議長（井島市太郎君） ただいまの出席議員は、議長を除く28名であります。

これより投票を行います。

投票用紙を配付いたします。

【遠藤、阿部、石郷岡、鈴木書記投票用紙配付】

○議長（井島市太郎君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

【遠藤書記投票箱確認】

○議長（井島市太郎君） 異常なしと認めます。

念のため申し上げます。原案に同意する諸君は「賛成」と、原案に不同意の諸君は

「反対」と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。

なお、それ以外の記載については否とみなしますので、ご留意願います。

また、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73

条第２項の規定により、否とみなします。

点呼を命じます。

【三浦次長の点呼に応じ各議員投票】

○議長（井島市太郎君） 投票漏れありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

【石郷岡書記議場開鎖】

○議長（井島市太郎君） これより開票を行います。

この際、会議規則第31条第２項の規定により、立会人に２番今野晃治君、10番長沼久

利君、11番大関嘉一君の３名を指名いたします。よって、３名の諸君の立ち会いをお願

いします。

【立会人今野晃治君、長沼久利君、大関嘉一君立ち会いの上、

三浦次長、阿部書記開票】

○議長（井島市太郎君） 投票の結果をご報告いたします。

投票総数28票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。

そのうち有効投票28票、無効投票ゼロ票。

有効投票中、賛成26票、反対２票。

以上のとおり、原案に同意する諸君が多数であります。

よって議案第125号由利本荘市監査委員の選任については、佐々木均氏を監査委員に

選任することに同意することに決定いたしました。

ただいま同意されました佐々木均氏がお見えになっておりますので、ごあいさつをお

願いいたします。
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【佐々木均君登壇】

○佐々木均君 ただいま議員の皆様方よりご同意をいただきまして監査委員となることに

なりました佐々木均であります。責任の重さということで非常に私でやれるのかなとい

う不安はございます。しかし、やっていく以上、監査という目を通しながら行政の効率

化ということを主眼にしまして監査を行っていきたいと、それがひいては由利本荘市の

発展に少しでも貢献するのではないか、そのように思っておりますので、今後とも皆様

方のご指導、ご支援、よろしくお願いいたしまして、簡単ではございますけれどもあい

さつにしたいと思います。本日はありがとうございました。（拍手）

○議長（井島市太郎君） 日程第５、これより提出議案に対する質疑に入ります。

提出議案に対する質疑の通告は、休憩中に議会事務局へ提出していただきます。

この際、暫時休憩いたします。

午後 １時５１分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 １時５２分 再 開

○議長（井島市太郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

これより議案第120号から議案第124号までの５件を一括議題とし、質疑を行います。

ただいままでのところ発言の通告はありません。

質疑ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。

○議長（井島市太郎君） 日程第６、提出議案の委員会付託を行います。

お手元に配付いたしております付託表のとおり、各委員会に付託いたします。

この際、委員会開催のため暫時休憩いたします。

午後 １時５３分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 ３時１０分 再 開

○議長（井島市太郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

この際、議案第120号から議案第124号までの５件を一括上程し、日程第７により各委

員会の審査の経過と結果について委員長より報告を求めます。

なお、委員長報告に対する質疑は、各案件に入ってからこれを許します。

最初に、総務常任委員長の報告を求めます。18番佐藤賢一君。

【総務常任委員長（佐藤賢一君）登壇】

○総務常任委員長（佐藤賢一君） 総務常任委員会の審査の結果をご報告申し上げます。

本日の臨時会におきまして、当委員会に審査付託になりました案件は、工事請負契約

締結２件、補正予算１件であります。

審査の結果につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりでありますが、

審査の経過と概要をご報告申し上げます。

初めに、議案第120号由利本荘市ケーブルテレビ施設伝送路工事請負契約の締結につ
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いてでありますが、これは事業の最終年度となる本荘地域を初めとする区域に伝送路工

事をするもので、光ケーブル延長が約73キロメートル、同軸ケーブル延長が約222キロ

メートルの敷設であり、自営柱の建て込みや機器の取りつけなどを工事内容とする工事

請負契約の締結について、３社による指名競争入札の結果に基づき、本荘・マサカ特定

建設工事共同企業体を相手方として、落札率84.15％の８億598万円で工事請負契約を締

結しようとするものであります。

次に、議案第121号由利本荘市ケーブルテレビ施設放送・通信設備工事請負契約の締

結についてでありますが、これは本庁、ＣＡＴＶセンター及び西目総合支所への多重情

報伝送設備、農業気象観測設備、光送受信装置や増幅器などの各種機器の設置や調整な

どを内容とする工事請負契約の締結についてであり、２社による指名競争入札の結果に

基づき、パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社東北社を相手方とし

て、落札率94.29％の15億3,090万円で工事請負契約を締結しようとするものであります。

この２件の契約締結につきましては、当該工事の設計監理業務において、社団法人日

本農村情報システム協会を相手方として、平成21年５月21日、577万5,000円で履行期間

を平成22年３月25日までとする契約を締結しておりましたが、その後において新聞、報

道でご承知のとおり当システム協会の不適切・不明朗会計を理由に、５月末に農林水産

省など所管３省から業務改善命令を受け、再建のめどが立たないものとし、６月上旬に

自己破産となったものであります。

これにより社団法人日本農村情報システム協会では、受託業務の履行が不可能となり、

本市では鋭意、協議・検討を重ねてまいりました。

この２件の議案につきましては、前回第２回６月定例会時に追加議案として提出され

ましたが、最終日まで業務を引き継ぐ設計監理者の決定ができなく、設計監理業務と一

体的に取り扱うべきとの判断に立ち、契約締結議案を撤回した経緯があります。

その後、当システム協会では、契約事項第５条の規定による権利義務の譲渡について、

譲渡先を株式会社イ・エス・エスと合意した旨の報告があり、正式な譲渡契約締結につ

いては、由利本荘市の譲渡承認決議により破産裁判所の許可が必要とされたものであり

ます。

これに伴い本市では、譲渡先業者を調査し、指名審査会において審査の結果、支障の

ないものとし譲渡の承認をしたものであります。これに基づき破産裁判所から譲渡契約

の締結が許可となり、このたび正式に両社の譲渡契約が成立となり、この２件の工事の

設計監理業務は株式会社イ・エス・エスに決定となったものであります。

譲渡先業者には、従来、本事業に精通している設計監理業務に携わっている社員が移

籍し、業務を遂行するもので、一体的体制が整ったものであります。

以上のことから、この２件の工事請負契約の締結については、提案の趣旨を了とし、

原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。

次に、議案第123号平成21年度由利本荘市一般会計補正予算（第７号）でありますが、

当常任委員会に審査付託になりましたのは、歳入19款繰越金であります。

歳出の追加に伴い、前年度繰越金400万円を充当し、調整しようとするものであり、

提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。

以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。
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○議長（井島市太郎君） 次に、教育民生常任委員長の報告を求めます。15番佐藤實君。

【教育民生常任委員長（佐藤實君）登壇】

○教育民生常任委員長（佐藤實君） 教育民生常任委員会の審査の結果をご報告申し上げ

ます。

今臨時会におきまして、当常任委員会に審査付託になりました案件は、補正予算１件

であります。

なお、審査の結果につきましては、お手元に配付されております報告書のとおりであ

りますが、審査の経過と概要についてご報告申し上げます。

議案第123号平成21年度由利本荘市一般会計補正予算（第７号）についてであります

が、当常任委員会に審査付託になりましたのは、歳入14款と歳出４款、９款、10款につ

いてであります。

初めに、歳入についてでありますが、14款国庫支出金において国の補正予算が成立し

たことにより、女性特有のがん検診推進事業が実施されることになったことから、女性

特有のがん検診推進事業補助金1,443万3,000円を追加しようとするものであります。

次に、歳出についてでありますが、４款衛生費では、歳入でもご説明申し上げました

とおり、女性特有のがん検診推進事業に要する経費1,443万3,000円を追加しようとする

ものであります。

この事業は、女性特有のがん対策を推進するため、子宮頸がん検診については20歳、

25歳、30歳、35歳及び40歳、乳がん検診については40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳に

達した女性に対して、検診手帳及び検診費用が無料となるクーポン券を交付することに

より、がん検診の受診促進を図るとともに、女性の健康保持及び増進を図るものであり

ます。

次に、９款消防費では、通信指令台の修繕に要する経費300万円を追加しようとする

ものであります。

次に、10款教育費では、第80回都市対抗野球大会に４年連続12回目の出場を果たした

ＴＤＫ硬式野球部への補助金100万円を追加しようとするものであります。

以上、ご報告申し上げました一般会計補正予算につきましては、その提案の趣旨を了

とし、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。

以上で審査の報告を終わります。

○議長（井島市太郎君） 次に、産業経済常任委員長の報告を求めます。24番土田与七郎

君。

【産業経済常任委員長（土田与七郎君）登壇】

○産業経済常任委員長（土田与七郎君） 産業経済常任委員会の審査の結果をご報告申し

上げます。

今臨時会において、当委員会に審査付託になりました案件は、議案第123号平成21年

度一般会計補正予算（第７号）、１件であります。

審査の結果につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりでありますが、

審査の経過と概要についてご報告を申し上げます。

本補正予算のうち、当委員会の所管に係るものは、歳出６款農林水産業費における組

み替え補正であります。
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その内容は、岩城地域の水産物養殖研究施設において、このたび漁協道川連絡会が新

たにアワビ養殖に取り組むに当たり、これに適した濁りの少ない低温の海水を取水する

必要が生じ、その水深を確保するため、これまでヒラメ養殖に使用していた既存の取水

ポンプと配管を維持管理等も考慮し、道川漁港港内に布設替えしようとするもので、こ

れに要する経費を需用費内において組み替えるものであります。

以上、本補正予算の当委員会付託分につきましては、その提案の趣旨を了とし、原案

を可決すべきものと決定した次第であります。

以上で審査の報告を終わります。

○議長（井島市太郎君） 次に、建設常任委員長の報告を求めます。３番佐々木勝二君。

【建設常任委員長（佐々木勝二君）登壇】

○建設常任委員長（佐々木勝二君） 建設常任委員会の審査結果をご報告申し上げます。

本臨時会におきまして、当常任委員会に審査付託になりました案件は、契約締結１件、

補正予算１件の合計２件であります。

審査の結果につきましては、お手元に配付されております報告書のとおりであります

が、審査の経過と概要についてご報告申し上げます。

初めに、議案第122号物品（凍結防止剤散布車）購入契約の締結についてであります

が、これは西目地域、東由利地域及び鳥海地域に配備しようとする2.5立方メートル級

各１台、計３台の凍結防止剤散布車について、契約金額4,567万5,000円でコマツ秋田株

式会社由利支店と物品購入契約を締結するに当たり、議会の議決を得ようとするもので

あり、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。

次に、議案第124号平成21年度由利本荘市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

でありますが、これは地域活性化・公共投資臨時交付金事業に対応する経費を補正しよ

うとするものであります。

まず、歳入では、地域活性化・公共投資臨時交付金等の追加及び市債を増額しようと

するものであります。

一方、歳出では、亀田地区統合簡易水道施設整備事業における浄水場の建築及び大内

第三簡易水道整備事業における送水管の新設や配水管の布設替えに要する経費を補正し

ようとするものであります。

また、地方債補正において、簡易水道事業の起債限度額を変更しようとするものであ

り、歳入歳出それぞれ４億1,268万1,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算総額を15億

8,241万7,000円にしようとするものであります。

この補正予算の案件につきましては、その提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決す

べきものと決定した次第であります。

以上で、建設常任委員会の審査報告を終わります。

○議長（井島市太郎君） 以上をもって、各委員長の審査報告を終わります。

これより日程の順に従い、議案に対する質疑、討論、採決を行います。

○議長（井島市太郎君） 日程第８、議案第120号由利本荘市ケーブルテレビ施設伝送路

工事請負契約の締結についてを議題といたします。

総務常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。
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委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 質疑なしと認めます。

討論ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 討論なしと認めます。

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定してご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって議案第120号は、原案のとおり

可決されました。

○議長（井島市太郎君） 日程第９、議案第121号由利本荘市ケーブルテレビ施設放送・

通信設備工事請負契約の締結についてを議題といたします。

総務常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 質疑なしと認めます。

討論ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 討論なしと認めます。

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定してご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって議案第121号は、原案のとおり

可決されました。

○議長（井島市太郎君） 日程第10、議案第122号物品（凍結防止剤散布車）購入契約の

締結についてを議題といたします。

建設常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 質疑なしと認めます。

討論ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 討論なしと認めます。

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定してご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって議案第122号は、原案のとおり

可決されました。

○議長（井島市太郎君） 日程第11、議案第123号平成21年度由利本荘市一般会計補正予
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算（第７号）を議題といたします。

各常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 質疑なしと認めます。

討論ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 討論なしと認めます。

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定してご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって議案第123号は、原案のとおり

可決されました。

○議長（井島市太郎君） 日程第12、議案第124号平成21年度由利本荘市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

建設常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 質疑なしと認めます。

討論ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） 討論なしと認めます。

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定してご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって議案第124号は、原案のとおり

可決されました。

この際、お諮りいたします。今臨時会において議決されました議案において、その字

句、条項、数字、その他文案等の整理を要するものについては、その整理を議長に委任

されたいと思います。これにご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

重ねてお諮りいたします。各委員会の所管に関する事項については、閉会中も調査検

討したいと思います。これにご異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

○議長（井島市太郎君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

○議長（井島市太郎君） 以上をもって今臨時会の付議事件は、すべて終了いたしました。

これをもちまして、平成21年第２回由利本荘市議会臨時会を閉会いたします。

午後 ３時３１分 閉 会
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。
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